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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

続
人
の
中
に
認
知
症
等
で
判
断

能
力
を
失
っ
て
い
る
人
が
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
相
続
人
は
単
独
で
遺

産
分
割
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
家
庭
裁
判
所
で
選
任
を
受
け
た
成

年
後
見
人
等
が
、
本
人
を
代
理
し
て
ま

た
は
同
意
を
与
え
た
う
え
で
、
遺
産
分

割
協
議
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
つ
の
類
型
や 

与
え
ら
れ
た
権
限
を
確
認

　

そ
し
て
成
年
後
見
人
等
が
選
任
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
３
つ
の
類
型
（
図

表
１
）
や
後
見
人
等
に
与
え
ら
れ
た
権

限
を
丁
寧
に
確
認
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
遺
産
分
割
協
議
書
や
相

続
届
の
署
名
押
印
欄
に
つ
い
て
、
様
式

が
異
な
り
ま
す
（
図
表
２
）。

　

ま
ず
遺
産
分
割
協
議
書
や
相
続
届

に
、
相
続
人
本
人
を
代
理
し
て
、
あ
る

い
は
本
人
に
同
意
す
る
形
で
署
名
押
印

す
る
後
見
人
等
を
証
明
す
る
資
料
と
し

相

判
断
能
力
が
不
十
分
な
相
続
人
の

相
続
手
続
き
を
依
頼
さ
れ
た
…
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図表１　法定後見制度の内容
成年後見等の類型 後見 保佐 補助

判断能力 全く欠けている 著しく不十分 不十分

成年後見人等の
同意が必要な行為

日常生活に関する
行為以外の行為

民法 13条 1項に
定める行為 ※１

民法 13条 1項に
定める行為 ※１の一部

成年後見人等に与え
られる代理権の範囲

財産に関するすべて
の法律行為

申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める
特定の法律行為 ※ 2

※１ 民法 13条 1項に定める行為
　�（1） �貸金の元本の返済を受けること。
　�（2） �金銭を借り入れたり、保証人になること。
　�（3） �不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
　�（4） �民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
　�（5） �贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
　�（6） �相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
　�（7） �贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
　�（8） �新築・改築・増築や大修繕をすること。
　�（9） �一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
　（10） �上記に掲げる行為を未成年者、成年被後見人、被保佐人等の制限行為能力者の法定代理人

としてすること。
　　補助人には、民法 13条１項の行為のうちで裁判所から必要と認められたものに関してのみ
　同意権が与えられます。
※２ 申立てには本人の同意が必要。
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法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

て
、
東
京
法
務
局
等
か
ら
交
付
を
受
け

る
成
年
後
見
登
記
制
度
の
登
記
事
項
証

明
書
（
図
表
３
）
の
添
付
を
求
め
ま

す
。
成
年
後
見
登
記
制
度
は
、
成
年
後

見
人
等
の
権
限
な
ど
を
登
記
し
、
登
記

官
が
登
記
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項

証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
登

を
自
分
に
有
利
に
進
め
よ
う
と
す
る
こ

と
で
、
被
後
見
人
の
利
益
を
損
な
う
リ

ス
ク
で
す
。
利
益
相
反
に
あ
た
る
後
見

人
等
は
遺
産
分
割
協
議
に
は
参
加
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立

て
て
特
別
代
理
人
を
選
任
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

記
情
報
を
開
示
す
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
第
三
者
が
後
見
人
等
に
就
任

し
て
い
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本

人
と
後
見
人
等
が
相
続
人
同
士
の
場
合

に
は
、
遺
産
分
割
協
議
に
お
い
て
「
利

益
相
反
」
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
後
見
人
が
遺
産
分
割
の
内
容

	 まず遺産分割協議書や相続届に、相続人本人を代理して（あるいは本人に
同意する形で）署名押印する後見人等を証明する資料として、法務局から
交付を受ける成年後見登記制度の登記事項証明書の添付を求めよう

	 第三者が後見人等に就任していれば問題ないが、本人と後見人等が相続人
同士の場合には遺産分割協議において「利益相反」の問題が発生する。家
庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらうよう案内しよう

図表２　遺産分割協議書の署名欄
【後見人等に代理権がある場合】
　上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、こ
れを証するため本書を作成し、次に各自自署押印する。
令和４年４月４日

　　神奈川県茅ケ崎市南海岸通３丁目３番９号　�相続人�近代花子
　　　上記　後見人　神奈川県藤沢市江の島３番３号　古代進�㊞

【後見人等に同意権がある場合】
　上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、こ
れを証するため本書を作成し、次に各自自署押印する。
令和４年４月４日

神奈川県茅ケ崎市南海岸通３丁目３番９号　�相続人�近代花子�㊞
　　　上記　保佐人　神奈川県藤沢市江の島３番３号　古代進�㊞

図表３　 登記事項証明書 
（補助人選任＋代理権付与のケース）

登�記�事�項�証�明�書
補助開始の裁判
　【裁�判�所】　　　　　�横浜家庭裁判所
　【事件の表示】　　　　令和２年（家）第２号
　【裁判の確定日】　　　令和２年１月１８日
　【登記年月日】　　　　令和２年１月２５日
　【登記番号】　　　　　第２０２０－２３号
被補助人
　【氏　名】　　　　　　近代　花子

～　割愛　～
補助人
　【氏　名】　　　　　　古代　進

～　割愛　～
【代理権付与の裁判確定日】　令和２年１０月１８日
　【代理権の範囲】　　　　　　別紙目録記載のとおり
　【登記年月日】　　　　　　　令和２年１０月２５日
　上記のとおり後見登記等ファイルに記録されていることを証明する。
令和４年４月１日　�東京法務局�登記官�　東城照男　㊞� �

登記事項証明書　　�（�別�紙�目�録�）
代理行為目録
　１�被補助人の所有するすべての財産の管理・保存・処分
　２�預貯金の管理（口座の開設・変更・解約・振込・払戻）
　３�相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割

～以下割愛～

代理権の場合には
本人の署名押印は
不要。代わりに後
見人等の署名押印
を確認

家庭裁判所で補助
人が選任されてい
ることを確認

同意権の場合には
本人に加えて、後
見人等の署名押印
を確認

補助人に対し、代
理権の付与がされ
ていることを確認

付与された代理権
の範囲に、遺産の
分割が含まれてい
ることを確認


